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第２章 

現状と課題 

１ 中央区の概況 

２ 自転車の利用状況 

３ 安全・安心な自転車利用 

４ 自転車の通行空間 

５ 自転車の駐輪環境 

６ シェアサイクルの利用状況 

７ 現状のまとめ 

８ 中央区における自転車の位置付け 

９ 課題の整理 
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中央区は 23 区のおおむね中央に位置しており、全体的に標高１～６ｍ程の平坦な地

形となっています。また、区内には一級河川の荒川水系である隅田川が流れており、

神田川・日本橋川および亀島川と合流しています。さらに、月島川は隅田川から分流

し、いずれの河川も東京湾に注いでいます。その他、区南西部には、二級河川の築地

川、汐留川もあります。 

 

 
図 2-1 中央区の地形 

出典：地理院地図を基に作成  

東京湾

江東区

墨田区

港区

千代田区

台東区

銀座

築地

月島

晴海

日本橋

人形町・浜町

八丁堀

京橋

勝どき

佃

小伝馬町・東日本橋

新川

本町・室町

日本橋川

N



 

7 
中央区自転車活用推進計画 

土地利用の状況は、区の北西部では業務・商業系の施設が多く、南東部では、居住

系の施設が多くなっています。 

 

 
図 2-2 土地利用の状況 

出典：令和３年度中央区土地利用現況図 
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地域ごとの夜間人口は、勝どき、月島、晴海、人形町・浜町等で多い傾向にありま

す。一方で、銀座、京橋、日本橋等は、夜間人口が少なくなっています。 

 

図 2-3 地域毎夜間人口分布 

出典：令和 2 年国勢調査を基に作成 
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夜間人口は、増加傾向にあり今後も引き続き増加していくと考えられます。また、

地域別将来人口は、京橋・日本橋・月島の各地域いずれも増加傾向にあります。 

 

 
図 2-4 夜間人口の推移 

令和 5（2023）年までは各歳別男女別人口（中央区）による実績値 

令和 10（2028）年以降は「中央区基本計画 2023（中央区）」による推計値 

 

 
図 2-5 地域別夜間人口の推移 

出典：中央区基本計画 2023(中央区)を基に作成 
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区内では、各地区で市街地再開発事業等が多く計画されています。特に、日本橋川

周辺では、首都高速道路都心環状線の日本橋区間の地下化に伴い、複数の市街地再開

発事業が国家戦略特区の都心再生プロジェクトに位置付けられ、新しいまちづくりが

始まっています。 

 
図 2-6 市街地再開発事業等地区 

出典：令和５年度市街地再開発事業等地区  
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商店街は、区内各所にあり特に八重洲、銀座に集中しています。 

 

 
図 2-7 中央区の商店街分布 

出典：中央区商店街振興プラン 2016 

  

 

 

中央区の商店街             区商連加盟   区商連非加盟 

No 商店街名称 No 商店街名称 No 商店街名称 

 日本橋北詰商店会  東京中央大通会  銀座みゆき通り美化会 

 室町大通会  茅場町商店会  銀座六丁目すずらん通り会 

 今川橋親和会  八丁堀鈴らん会  銀座コリドー通り会 

 横山町馬喰町新道通り会  八丁堀二八通商店会  銀座花椿通り会 

 横山・橘通り共栄会  西銀座通会  銀座金春通り会 

 東日本橋やげん堀商店会  銀座１－４丁目並木通り会  銀座ナイン出店者会 

 人形町商店街協同組合  銀座一丁目ガス灯通り会  新富商栄会 

 甘酒横丁商店会  銀座二丁目ガス灯通り会  湊連合商栄会 

 浜町商店街連合会  銀座マロニエ通り会  築地共栄商業協同組合 

 トルナーレ日本橋浜町商店会   銀座三丁目ガス灯通り振興会   築地場外市場商店街振興組合  

 蛎一南部平和会  松屋通親交会  築地海幸会 

 東京駅八重洲大地下街商店会   銀座四丁目ガス灯通り会  月島西仲共栄会商店街振興組合  

 八重洲一丁目商店会  銀座通連合会  月島中央会 

 八重洲一丁目中商店会  銀座五丁目ソニー通り町会商店会   勝どき商栄会 

 日本橋八重洲仲通り商店会  銀座西並木通り会  月島誠栄商業協同組合 

 日本橋二丁目通町会商店会  銀座西五番街商店会  勝どきサンスクエア商店会 

 日本橋三丁目西町会・商店会連合会   銀座すずらん通り商店会   

 日本橋二丁目商店会  銀座あづま通り名店会   
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銀座、日本橋、築地場外市場、日本橋問屋街、もんじゃストリート、晴海トリトン

スクエア等の観光施設が分布しています。また、浜離宮恩賜庭園等のほか、区内の主

要な公園を緑の拠点として位置付けています。 

 

 
図 2-8 観光施設・地域分布 

出典：中央区総合交通計画 2022  



 

13 
中央区自転車活用推進計画 

鉄道は、ＪＲ東日本、東京地下鉄、都営地下鉄の 3 事業者 11 路線（28 駅）が運行し

ています。おおむね区内全域に鉄道路線網が整備されていますが、晴海や豊海町等の

一部では近くに鉄道駅がない地域となっています。 

 

 
図 2-9 鉄道路線網 

出典：中央区総合交通計画 2022  
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バス交通は、都営バス 16 路線のほか、コミュニティバス（江戸バス）やメトロリン

ク、晴海ライナーが運行しています。 

また、令和 2（2020）年から、BRT が運行を開始しています。 

 

 
図 2-10 バス・BRT 路線網（令和 6 年 2 月時点） 

出典：中央区総合交通計画 2022 を基に作成  
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鉄道の駅勢圏 300m と都営バス（片道 51 本／日以上）のバス停 200m の圏域外を公

共交通不便地域とした場合、晴海や湊、明石町および日本橋地域の一部等が公共交通

不便地域となっています。 

 

 
図 2-11 公共交通不便地域 

出典：中央区総合交通計画 2022 
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目的別に区民の移動手段の状況を見ていくと、全目的（図 2-12）では約 9％が自転

車を利用していますが、約 45％は鉄道、約 30％は徒歩のみで移動しています。 

通勤および通学（図 2-13,14）においては、区民の主な移動手段は鉄道となっていま

す。区内間での通勤においては、約 48％が徒歩のみ、約 22％が鉄道、約 16％が自転

車を利用しているのに対し、区内間での通学においては、約 80％が徒歩のみで移動し

ています。 

買い物・通院・習い事等をはじめとする私事（図 2-15）においては、区民の約 49％

が徒歩のみで移動し、約 25％が鉄道、約 11％が自転車を利用しています。 

業務（図 2-16）においては、主な移動手段は鉄道となっていますが、他の目的と比

較して自家用車の利用が多く、自転車は少ない傾向があります。 

 

 
図 2-12 交通手段分担率（全目的） 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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図 2-13 交通手段分担率（通勤）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 

 

 

 
図 2-14 交通手段分担率（通学）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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図 2-15 交通手段分担率（私事）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 

 

 

 
図 2-16 交通手段分担率（業務）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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19 
中央区自転車活用推進計画 

 

区内の自転車利用状況をエリア別に見ると、佃・月島・晴海エリアや日本橋エリア、

八丁堀・新川・築地エリアでの自転車利用が多い傾向にある一方、銀座エリアや八重

洲エリアでは自転車利用は少ない傾向です。エリア間の自転車利用状況については、

日本橋エリアや八丁堀・新川・築地エリアから江東区・墨田区等の東部方面へ、日本

橋エリアから千代田区・台東区・文京区等の北部方面へ、佃・月島・晴海エリアから

江東区豊洲・有明・青海等の南部方面等、区を超えた移動に利用する人も多い傾向で

す。 

また、駅端末比率を見ると、区内の移動や、東部の隣接区方面への移動については

駅端末比率が小さく、自転車で目的地まで直接移動している人が多いことがわかりま

す。一方、西部の隣接区方面への移動については、駅まで自転車を利用し、目的地ま

では鉄道等で移動する人がより多い傾向にあります。 

 

 
図 2-17 中央区における自転車移動状況 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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＜矢印の色：駅端末比率＞
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※1：図中の数字は全て自転車利用者数を指します。
※2：回転矢印は各エリア内での移動を表します。

N ＜駅端末比率とは＞ 

 駅端末比率は、移動時に自

転車を利用した人のうち、

「出発地から駅まで」また

は「目的地から駅まで」の

区間で自転車を利用した

人の割合を表します。 

 矢印の色合いが赤いほど

駅端末比率が小さく、自転

車で目的地まで直接移動

している人が多くなりま

す。 

 区における駅端末比率は、

区内のエリア間移動や、東

側の隣接区方面への移動

については駅端末比率が

小さく、自転車で直接移動

している人が多い傾向で

す。 



 

20 
中央区自転車活用推進計画 

無作為に抽出した区民および区立駐輪場の利用者へのアンケート（以下、「中央区自

転車アンケート」とする）においては、自転車を週に数回以上の頻度で利用する人は

全体の約 46％となっています。 

日常生活の中での自転車の利用目的は、買い物や食事といった私事が約 73％と最も

多くなっており、次いで、通勤が約 41％、子どもの送迎が約 19％となっています。 

 

問：自転車を利用しますか。 

 
図 2-18 自転車の利用状況 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：日常生活での自転車の主な利用目的をお答えください。 

 
図 2-19 自転車の利用目的 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通勤

通学

買い物・食事

通院（お見舞い、介護等含む）

自身の習い事等への移動（稽古、塾、レッスン）

子どもの送迎（保育園、習い事等への送迎）
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健康増進・体力づくり、趣味

競技の練習

業務（仕事中の移動、配達等）

その他



 

21 
中央区自転車活用推進計画 

今後、自転車通行空間の整備や、シェアサイクルの普及等により、自転車が利用し

やすい環境になった場合、徒歩で行くには距離がある商業施設・観光スポット等へ行

ってみたいと回答した人が半数以上と、自転車の利用意向がありました。 

 

問：自転車の利用環境が改善した場合、行ってみたい場所はどこですか。 

（自転車を「年に数回以上利用する」または「あまり利用しない」人が回答） 

 
図 2-20 自転車で行ってみたい場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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22 
中央区自転車活用推進計画 

 

自転車が関与する事故は、勝どき橋付近で多く発生しており、自転車同士の事故や、

自転車が加害者となり得る対歩行者事故が多く発生しています。また、銀座駅付近で

は自転車が被害者となり得る対自動車または二輪車事故も多く発生しています。 

 

 
図 2-21 中央区における自転車関与事故発生位置 

出典：交通事故統計情報オープンデータ 

（警察庁 令和元年～令和４年）を基に作成 

  

相手当事者が自動車または 

二輪車事故 
 

相手当事者が自転車または 

歩行者事故 
 

自転車単独事故 
 

※自転車関与の死亡事故は無し 
 

（全て令和元年～令和４年の4年間に発生した事故） 

銀座駅付近 

勝どき橋付近 



 

23 
中央区自転車活用推進計画 

区内の交通事故件数は、平成 26（2014）年から令和 4（2022）年にかけて減少傾向

となっていますが、自転車関与事故は、ほぼ横ばいで推移しており、自転車関与事故

が全事故に占める割合は増加傾向にあります。また、令和 4（2022）年の交通事故に

占める自転車関与事故割合は、23 区中 21 位となっています。 

 

   

図 2-22 中央区における自転車関与事故の推移  図 2-23 東京都 23 区の自転車関与事故率 

出典：自転車事故関連データ（警視庁）を基に作成 

 

区内の自転車が関与する事故の相手当事者別の割合を見ると、対自動車事故が 59%

と最も高く、次いで自転車単独事故が 17%となっています。一方で、自転車が加害者

となり得る対歩行者事故は全国の 4%と比較して、中央区では 13%と高い割合になっ

ています。 

 
図 2-24 自転車関与事故の相手当事者割合 

出典：交通事故オープンデータ（警察庁）より、令和２年～4 年中の事故を集計  
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24 
中央区自転車活用推進計画 

区内における自転車対自動車事故のうち、事業用車両が関与する割合は約 48％とな

っており、全国の約 9％、東京都の約 23％と比較して高い割合にあります。 

 

 

 
図 2-25 自転車対自動車事故における自動車の用途別事故発生状況 

出典：交通事故オープンデータ（警察庁）より令和２年～４年中の自転車対自動車事故を集計 
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25 
中央区自転車活用推進計画 

区立公園内での自転車通行は禁止されていることから、子どもが公園内で自転車を

練習することができない状況です。 

 

 
図 2-26 公園・児童遊園利用上のお願い（中央区 HP） 

 

 
図 2-27 自転車乗り入れ禁止の案内（月島第二児童公園（撮影日：令和 5 年 4 月 4 日））  



 

26 
中央区自転車活用推進計画 

自転車の歩道通行に関する意識は、中央区自転車アンケートによると、歩行者は、

「歩道でスピードを出さないでほしい」と感じているのに対して、自転車利用者は「歩

道ではスピードを出さないようにしている」と回答していることから、自転車側と歩

行者側で受け止め方に違いがあります。 

 

問：あなたが自転車で歩道を通行するとき、特に気を付けていることをお答えください。 

問：自転車の歩道通行について、歩行者の立場としてどう思いますか。 

 
図 2-28 自転車の歩道走行に関する自転車・歩行者の意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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27 
中央区自転車活用推進計画 

また、自転車の車道通行に関する意識は、自転車利用者は「安全確認をして車道へ

侵入するようにしている」と感じる人が多いのに対し、自動車利用者は「自転車は急

に飛び出さないでほしい」と感じる人が多いなど、自転車側と自動車側にも受け止め

方に違いがあります。 

 

問：あなたが自転車で車道を通行するとき、特に気を付けていることをお答えください。 

問：自転車の車道通行について、自動車の立場（ドライバー、同乗者、バス・タクシーの旅

客）としてどう思いますか。 

 
図 2-29 自転車の車道走行に関する自転車・自動車の意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月）  
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28 
中央区自転車活用推進計画 

自転車利用者のルールの認知と遵守の状況については、「歩道で歩行者の進行を妨げ

ることとなる時の一時停止」、「道路交通法の「止まれ」の標識がある箇所での一時停

止」に関しては、ともに約 20％がルールを知らなかったと回答しており、認知・遵守

割合が低い傾向にあります。 

 

問：道路交通法や東京都の道路交通規則における自転車利用に関するルールを知っていますか。 
 

●自転車は、原則として車道の左側を通行すること 

 
 

●自転車は、歩道で歩行者の進行を妨げることとなるときは、一時停止をすること 

 
 

●車道を通行する自転車は、原則車道の信号機（青・黄・赤の 3 色）に従うこと 

 
 

●道路交通法の「止まれ」の標識がある箇所では、自転車も一時停止すること 

 
 

●酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されていること 

 
 

●東京都では、道路交通規則に基づき、自転車を運転中の携帯電話やスマートフォンの使用が禁止

されていること 

 

 
図 2-30 自転車に関するルールの認知・遵守状況 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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知っており、実施している

知っているが、あまり実施していない

知っているが、自分は自転車に乗らない

知らなかった

そのようなルールはないと思う
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令和２年４月１日より、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が

改正され、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となりました。 

自転車損害賠償保険の加入状況について、国土交通省による令和３（2021）年３月

のアンケート調査によると、全国では自転車を月に数回以上利用する人のうち約 63％

が加入しています。 

一方で、中央区自転車アンケートによると、自転車を月に数回以上の頻度で利用す

る人のうち約 67％が保険加入の義務について把握した上で加入しており、全国と比べ

てやや高い傾向にあります。また、利用者自身が加入状況を分かっていない人も約 9%

存在しています。 

 

 
図 2-31 自転車損害賠償保険加入状況（全国・中央区） 

出典：令和 4 年度第 1 回自転車の活用推進に向けた有識者会議資料（全国）、 

中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月）（中央区）を基に作成 

 

  

62.7%

67.4%

37.3%

23.6% 9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

中央区
保険加入

＜対象者＞全国：自転車を月に数回以上利用している人

中央区：自転車を月に数回以上の頻度で利用している人

保険加入 保険未加入

加入しているかわからない

保険未加入
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本区における道路は、国道が約 5.1km、都道が約 22.3km、区道が約 155.6km あり

ます。区内の自転車通行空間は、交通管理者や道路管理者によって、自転車専用通行

帯や、ナビマーク・ナビラインのピクトグラム等の設置が進んでいる状況です。 

 

表 2-1 自転車通行空間の整備事例 

自転車と歩行者が分離された整備方法 

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在 
（ナビマーク・ナビライン） 

 
 

 

 

その他の整備方法 

歩道内で自転車が通行 

すべき部分の表示 

 

 

  

国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイ

ドライン」（平成 28 年 7 月）では、自転車の通

行空間は原則車道としておりますが、区内には

上記の整備事例のほか、自転車の通行が可能と

なっている歩道内において、舗装の色彩を変え

ることで、自転車が通行すべき部分を示してい

る箇所があります。 

小伝馬町の整備事例 朝潮橋の整備事例 川崎市の整備事例 

浜町の事例 
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図 2-32 自転車通行空間等整備状況 

出典：自転車通行空間整備図（中央区、令和５年３月時点） 

※国道管理者および都道管理者、交通管理者による整備状況は、区の現地調査によるものです。 

※上記のナビマーク（ナビライン）には、交通安全対策の一環として自転車ナビマークのみを整

備し、自転車通行空間を補完するものも含まれています。 
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また、中央区自転車アンケートによると、車道上の自転車専用通行帯やナビマーク・

ナビラインの設置に対して、約 68％の人が通行しやすい・やや通行しやすいと回答し

ています。 

加えて、回答者の約 59％が自転車通行空間の整備は自転車の利用促進のために優先

的に実施すべき取組と回答しています。 

 

問：車道上に自転車専用通行帯やナビマーク・ナビラインがある道路は自転車で通行しやす

いですか。 

 
図 2-33 自転車専用通行帯やナビマーク・ナビラインの通行に関する意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：今後、中央区における自転車の利用を促進するために、優先的に実施すべきと思う取組

を選択してください。（３つまで選択） 

 
図 2-34 自転車利用促進のために実施すべきと思う取組 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

  

31.1% 36.4% 8.9% 14.5% 9.1%
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通行しやすい やや通行しやすい

やや通行しにくい

通行しにくい

変わらない

59.0%
36.7%

9.5%
9.0%

42.1%
6.7%

24.8%
8.2%

12.4%
19.2%

5.4%
1.1%
2.6%
4.2%

7.4%
1.3%
2.6%
2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自転車通行空間の整備

自転車利用者への自転車の交通ルールの周知

自転車が通行しやすい道を示したマップの作成

自動車ドライバーへの自転車の交通ルールの周知

公共駐輪場の整備

住宅における駐輪施設の充実

商業施設における駐輪施設の充実

オフィスにおける駐輪施設の充実

放置自転車撤去の強化

シェアサイクルの充実

自転車の乗り方講座の実施

自転車を活用した健康増進活動の推進

自転車を活用した観光振興

状況に応じた自転車の貸与

気軽に点検整備できる場の確保

自転車利用を想定した災害対応計画の検討

その他

特にない
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自転車の通行に関係する規制は、自転車の車道通行が規制されている箇所や、歩行

者専用道路の指定、特定禁止区間（歩行者天国）の指定が区内の各箇所にあります。 

 

 
図 2-35 自転車の通行規制箇所 
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時間制限駐車区間は、日本橋・八重洲・銀座を中心に多くの道路上に設けられてい

ます。 

 

 
図 2-36 時間制限駐車区間 

出典：時間制限駐車区間案内地図（警察庁）を基に作成 
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平日ピーク時１時間当たりの合法・違法合わせた路上駐車台数は、23 区の調査対

象箇所のうち日本橋駅が 3 番目に多く、違法路上駐車台数も日本橋駅が 4 番目、銀座

駅が 5 番目に多くなっています。 

近年の 23 区における路上駐車台数の推移は、やや減少傾向であり、うち違法路上

駐車が約 83％を占めています。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-37 中央区の路上駐車の状況 

出典：令和 3 年度路上駐車実態調査報告書（東京都道路整備保全公社）を基に作成 

 
図 2-38 23 区の路上駐車台数推移 

出典：駐車対策の現状（令和 4 年 11 月 警察庁）を基に作成  
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中央区自転車アンケートによると、自転車利用者の約 56％が「路上駐車が多い道路」

を危険だと感じており、他の箇所と比べて危険を感じる人が最も多くなっています。 

路上駐車に関しては、片側２車線以上の自動車交通量が比較的多い大通りでの路上

駐車に対して危険と感じる人が特に多くなっています。 

 

問：自転車利用時、危険と感じる箇所はどのようなところですか。 

 
図 2-39 自転車利用時に危険と感じる箇所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：路上駐車に対してどのような場面で危険と感じたかお答えください。 

 
図 2-40 路上駐車に対して危険と感じた場面 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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スクランブル交差点や、歩行者と自動車の青信号が同時に出ない交差点

狭い道路から大きな道路に出るときの一時停止の交差点

橋など速度の出やすい下り坂

地下鉄の出入口付近など歩行者の多い歩道

通学路など子供の多い歩道

バス停付近やタクシー乗り場付近

駐車場など自動車の出入口付近

路上駐車が多い道路

夜、暗いところ

路面に自転車通行位置を明示していない箇所

道路の植栽が生い茂り、左端に寄れない箇所

その他

危険と感じるところはない

67.2%

46.4%

34.5%

25.1%

42.6%

5.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

片側２車線以上ある道路（新大橋通りや永代通り、

晴海通りなど）の車道を通行していたとき

片側１車線の道路を通行していたとき

一方通行の道路を自動車と同じ向きに通行していたとき

一方通行の道路を自動車と反対向きに通行していたとき

脇道から出てきたとき（路上駐車が見通しを悪くして、安全を確認できない等）

その他
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中央区自転車アンケートによると、自宅に駐輪場がある人は約 88％と、多くの自転

車利用者の自宅には駐輪場が整備されています。 

しかし、自宅に駐輪場があると回答した人でも、共同の駐輪場が抽選制である人は

約 30％となっており、駐輪できない可能性がある人も含まれていることがわかります。 

 

問：自宅に駐輪場はありますか。駐輪場はどのような形態でしょうか。 

 
図 2-41 自宅の駐輪場設置状況と駐輪場の形態 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

また、勤務先・通学先まで直接自転車で移動する人の多くは、勤務先・通学先の駐

輪場や近隣の公共駐輪場等を利用していますが、目的地付近の路上に駐輪している人

も約 11％います。通勤・通学時に出発地から駅やバス停まで自転車で移動する人は、

約 66％が目的地付近の公共駐輪場・路上駐輪場を利用しています。 

 

問：通勤・通学先ではどこに自転車を停めることが多いですか。 

 
図 2-42 通勤通学時の自転車利用形態と駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月）  
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出発地から駅・バス停まで

自転車で移動

（回答数=47）



 

38 
中央区自転車活用推進計画 

買い物等の私事利用で自転車を利用する人は、約 49％が目的地である民間施設の駐

輪場を利用している一方で、約 22％は目的地付近の路上へ駐輪していると回答しまし

た。 

子どもの送迎等で自転車を利用する人は、約 26％が目的地付近の路上へ駐輪してお

り、目的地である幼稚園や保育園等における駐輪場の整備が需要に対して不足してい

ると考えられます。 

 

問：買い物、通院、習い事等へ自転車で出かけた際は、どこに自転車を停めることが多いですか。 

 
図 2-43 買い物等の目的で自転車を利用する場合の駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：子どもの送迎先では、どこに自転車を停めることが多いですか。 

 
図 2-44 子どもの送迎等の目的で自転車を利用する場合の駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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目的地付近の職場・学校の駐輪場 目的地付近の民間施設（スーパー、飲食店、病院、商業ビル等）の駐輪場

目的地付近の公共施設（区役所、公民館等）の駐輪場 目的地である幼稚園、保育園、習い事教室等に設置されている駐輪場
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目的地付近のシェアサイクルポート 目的地付近の路上（駐輪場以外）

その他
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区内には区立駐輪場を 22 カ所整備しています。 

また、中央区まちづくり基本条例に基づき、開発等に合わせて各事業者が施設利用

者用だけでなく、公共の駐輪場整備も行っています。 

 

 
図 2-45 区立駐輪場の整備状況 

出典：放置禁止区域と区立駐輪場一覧（中央区、令和４年 11 月時点）を基に作成  
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八丁堀第一駐輪場

茅場町駐輪場

蛎殻町駐輪場

清杉通り駐輪場

浜町公園地下駐輪場

人形町一丁目駐輪場

備前橋第三駐輪場

人形町三丁目駐輪場

人形町通り駐輪場

人形町二丁目地下駐輪場

箱崎町駐輪場

八丁堀第二駐輪場

備前橋第一駐輪場

一時利用
一時利用を実施している駐輪場

定期利用のみの駐輪場

備前橋第二駐輪場
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駅周辺を中心に駐輪場が整備された地域において、自転車の放置禁止区域を指定す

るとともに、区域内の放置自転車に対し、警告の上、即日撤去を行っています。 

また、放置禁止区域外の放置自転車に対しては、一定期間、注意・警告の後に撤去

を行っています。 

 

 
図 2-46 放置禁止区域 

出典：放置禁止区域と区立駐輪場一覧（中央区、令和４年 11 月時点）  

放置禁止区域 
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区内にはシェアサイクルポートが令和 6 年 2 月時点で 97 カ所設置されています。

浜町、新川等では、シェアサイクルポートが整備されていない地域があります。 

 

 
図 2-47 シェアサイクルポート設置状況（令和 6 年 2 月時点） 

出典：東京自転車シェアリングポートマップ（株式会社ドコモ・バイクシェア）を基に作成 

  

番号 ポート名称

1 十思公園 

2 常盤公園（北側） 

3 産業会館 

4 日本橋保健センター 

5 伊場仙ビル 

6 明治座 

7 スマイルホテル日本橋三越前 

8 箱崎川第二公園 

9 浜町川緑道 

10 ファミリーマート堀留町二丁目店 

11 ロイヤルパークホテル 

12 小網町児童遊園 

13 セブン-イレブン 日本橋小網町店 

14 竜閑さくら橋際街角広場 

15 日本橋二丁目街角広場 

16 NANAEI日本橋 

17 In the Hood日本橋

18 日本橋本町4丁目 

19 アイルイムーブル日本橋

20 ASTILE日本橋浜町

21 鉄砲洲児童公園（西側） 

22 柳通り（東京スクエアガーデン前）

23 男女平等センター（ブーケ21）

24 清水建設本社（都営地下鉄宝町A08出口） 

25 NTT東日本築地ビル 

26 東京証券会館（北側） 

27 共同ビル（茅場町交差点前） 

28 茅場町一丁目平和ビル 

29 東京ダイヤビルディング（北側）

30 京橋エドグラン 

31 東京ダイヤビルディング（東側）

32 KABUTO ONE

33 ホテルサードニクス東京 

34 アーバネックス八丁堀 

35 旭ビルディング 

36 リエトコートアルクスタワー 

37 SHビル

38 八重洲二丁目北地区広場 

39 中央区役所 

40 サンクンガーデン 

41 築地市場駅地下駐輪場 

42 朝日新聞東京本社 

43 築地永谷コーポラス 

44 DJホステル銀座 

45 築地場外市場 

46 国立がん研究センター 

47 ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 

48 明石町区民館 

49 銀座6丁目-SQUARE 

50 銀座松竹スクエア 

51 本の森ちゅうおう

52 歌舞伎座タワー駐輪場2F 

53 歌舞伎座タワー駐輪場3F 

54 黎明橋公園（駐輪場） 

55 月島特別出張所 

56 桜の散歩道（晴海トリトンスクウエア前） 

57 KDX晴海ビル 

58 ドコモ・バイクシェア晴海ポート 

59 月島駅地下駐輪場 

60 勝どき駅地下駐輪場 

61 東京ミッドベイ勝どき（西仲通り） 

62 リバーシティ

63 ダンスキューブ勝どき 

64 THE TOKYO TOWERS

65 Brillia ist Tower 勝どき 

66 リバーシティ イーストタワーズ 

67 豊海センタービル 

68 コーシャタワー佃 

69 月島駅前第一駐輪場 

70 リビオレゾン勝どきNEX 

71 交通広場（豊海町）

72 ミュプレ月島 

73 東武ストア晴海三丁目店 

74 リバーシティ西ブロック 

75～96 HARUMI FLAG

97 晴海五丁目ターミナル
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また、区内で運営する各シェアサイクル事業者は、他区との広域連携を展開してい

ます。 

ドコモ・バイクシェアでは、会員登録を行うと、都内の 16 区（令和 5 年 10 月時点）

のどのシェアサイクルポートでも自転車を借りられ、返すことができます。 

 

 
図 2-48 23 区のシェアサイクル導入状況（事業者別）（令和５年 10 月時点） 

出典：HELLO CYCLING、LUUP、ドコモ・バイクシェア各 HP を基に作成 

 

  

※令和 5年１０月時点 

HELLO CYCLINGのみ：3区 

HELLO CYCLING、LUUP（自転車）：4区 

HELLO CYCLING、LUUP（自転車）、ドコモ・バイクシェア：１6区 
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シェアサイクルの利用状況は、月島や勝どき、晴海等で川等を越えた広域的な利用

が多い傾向にあります。 

また、隣接する千代田区および江東区間の移動については、浜町から秋葉原駅周辺

間の移動や、晴海から市場前駅周辺間の移動に多く利用されています。 

 
図 2-49 中央区および近隣のよく利用されるポート間利用状況 

出典：docomo シェアサイクルデータ（令和４年４月）を基に作成 

  

利用数

300以上

200～300

120～200

㉓

㉔

⑭ ⑯

㉒
⑬

⑪

⑳

㉕

⑤
⑦

⑩

⑨
⑱

㉑

⑫

Ⓐ

④

Ⓑ

②⑲

⑮

⑧

③

⑥
⑰

ⒸⒹ

Ⓔ
Ⓕ

①

ポート名No.

Brillia ist Tower 勝どき①

THE TOKYO TOWERS②

桜の散歩道（晴海トリトンスクエア前）③

浜町川緑道④

柳通り（東京スクエアガーデン前）⑤

月島特別出張所⑥

京橋エドグラン⑦

ＫＤＸ晴海ビル⑧

男女平等センター（ブーケ21）⑨

新呉服橋ビル⑩

東京ダイヤビルディング（北側）⑪

明治座⑫

ACホテル・バイ・マリオット東京銀座⑬

中央区役所⑭

築地場外市場⑮

ＮＴＴ東日本築地ビル⑯

月島駅前第一駐輪場⑰

鉄砲洲児童公園（西側）⑱

東京ミッドベイ勝どき（西仲通り）⑲

スマイルホテル日本橋三越前⑳

リバーシティ イーストタワーズ㉑

銀座6丁目-SQUARE㉒

日本橋二丁目街角広場㉓

小網町児童遊園㉔

ロイヤルパークホテル㉕

秋葉原駅周辺
・秋葉原公園
・秋葉原駅中央口（ヨドバシカメラ前）
・秋葉原駅電気街口(西側交通広場)
・秋葉原ダイビル

Ⓐ

市場前駅周辺
・豊洲市場（5街区）
・豊洲市場（6街区）
・豊洲市場（7街区）
・メブクス豊洲

Ⓑ

豊洲駅周辺
・豊洲駅
・豊洲交通広場北
・豊洲交通広場東
・豊洲シビックセンター

Ⓒ

アーバンドックららぽーと豊洲Ⓓ

豊洲三丁目公園Ⓔ
ＩＨＩ周辺
・豊洲IHIビル（北側）
・豊洲IHIビル前（晴海通り）

Ⓕ

N
利用上位 

25ポート 
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中央区自転車アンケートによると、シェアサイクルを知っている人は約 97％と、シ

ェアサイクルの認知度は高くなっています。一方、シェアサイクルを実際に利用した

ことがある人は約 39％と、シェアサイクルは知っているが使ったことのない人が多い

ことがわかります。 

また、シェアサイクルのポート数や自転車台数が増加し、シェアサイクルの利用環

境がより便利になった場合、シェアサイクル未利用者の約 68％が「シェアサイクルを

利用したい」と回答しました。 

 

問：区内でシェアサイクルが実施されていることを知っていますか。 

問：シェアサイクルを利用したことがありますか。（シェアサイクルを知っている方が回答） 

 
図 2-50 シェアサイクルの認知度と利用有無 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：区内外で普段よく訪れるエリアにシェアサイクルのポート（設置場所）や自転車の台数

が増加した場合、今後利用したいと思いますか。（シェアサイクル未利用者が回答） 

 
図 2-51 シェアサイクルの利用意向（シェアサイクル未利用者） 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

  

39.2% 58.1%
2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

シェアサイクルを知っている 97.3%

シェアサイクルを知らなかった

シェアサイクルを知っており、

利用したことがある（区内外含む）
シェアサイクルを知っているが、

利用したことがない

18.9% 48.8% 29.0% 3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

頻繁に利用したい ときどき利用したい 利用したくない

その他

利用したい 67.7%
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分類 自転車を取り巻く状況 

地勢 

 区内は全体的に平坦な地形。 

 土地利用の状況は区の北西部は業務・商業系の施設、南東部は居住系の施

設が多い。 

 商店街は区内各所にあり、特に八重洲、銀座に集中している。 

交通特性 

 鉄道をはじめとする交通網が発達しており、交通利便性は高いが、一部公

共交通が不足している地区がある。 

 区民の主な移動手段は鉄道や徒歩となっており、自転車を利用する区民は

1割程度である。 

自転車利用状況 

 区内では佃・月島・晴海での利用が多く、自転車で目的地まで直接移動し

ている人が多い。 

 区における自転車の利用目的は、買い物・食事、通勤、子どもの送迎等に

利用する人が多い。 

安全・安心 

 自転車が加害者となり得る対歩行者事故が、全国と比較して高い傾向にあ

る。 

 区立公園内での自転車通行は禁止されていることから、子どもが公園内で

自転車を練習することができない状況。 

 自転車利用者の半数は主な交通ルールを遵守しているが、一部のルールに

関しては認知・遵守割合が低い。 

 自転車を月に数回以上利用する人の約 7 割が自転車損害賠償保険に加入し

ているが、加入状況を分かっていない人もいる。 

通行空間 
 区内の自転車通行空間の整備は交通管理者や道路管理者によって、車道上

の整備のほか、歩道内で自転車が通行すべき部分を示している箇所がある。 

 自転車の車道通行が規制されている箇所や、歩行者専用道路の指定がある。 

路上駐車 
 合法・違法路上駐車が他の区と比べて多い傾向にある。 

 自転車利用者の半数が「路上駐車が多い道路」を危険と感じており、特に

大きな通りでの路上駐車に対する危険意識が高い。 

駐輪環境 
 買い物や子どもの送迎等での自転車利用時、路上に駐輪している人がいる。 

 区立駐輪場のほか、中央区まちづくり基本条例に基づき、開発に合わせて

事業者が公共の駐輪場整備を行っている。 

シェアサイクル 

 月島や勝どき、晴海での移動のほか、隣接区の鉄道駅との移動にシェアサ

イクルが利用されている。 

 シェアサイクルポート数や自転車台数の増加により利便性が向上した場

合、シェアサイクルの利用意向がある人が多い。 
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人口増加等に伴い区の交通需要は今後も増加することや、自転車が日々の生活に

利用されている状況を踏まえ、「自転車」の位置付けを整理します。区における「自

転車」とは、これまで自転車を利用しなかった人にとっては「新たな移動手段の選択

肢」として、これまでも利用していた人にとっては「さらに便利・快適な移動手段」

であり、交通需要が増加する地域での移動の利便性や、日々の移動の快適性を向上さ

せるものとなります。 

一方、区内には歩行者空間が中心の地域があるほか、荷捌き駐車が多い業務中心の

地域も多数存在しており、このような場所では歩行者や自動車にも留意して、安全に

通行できるよう、路上駐輪の削減や自転車通行空間の整備等が必要です。そのため、

自転車の活用推進に関する施策に取り組む上では、地域特性を考慮しながら、安全か

つ安心・快適に歩行者、自転車、自動車が共存できる環境を構築していきます。 
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本区の現状より、自転車利用時の課題を３つの観点により整理しました。 

これらの課題に対応していくために、次章から本計画の目標や施策等を設定します。 

 

＜自転車の安全利用意識にまつわる課題＞ 

 自転車利用者がルールをしっかりと認識し、遵守するような意識・環境づくり

が必要。 

 自転車利用を取り巻く自動車ドライバー等の自転車通行に関する理解の促進

が必要。 

＜自転車の利用環境にまつわる課題＞ 

 歩行者と自転車が分離され、かつ路上駐停車を考慮した連続する自転車通行

空間の整備が必要。 

 各施設の用途を踏まえた駐輪場の整備が必要。 

 路上駐輪自転車の削減に向けた撤去・指導、広報啓発の推進が必要。 

＜自転車の活用にまつわる課題＞ 

 区民や来街者の移動手段として自転車を選択できるよう、シェアサイクルポ

ートの増設等が必要。 

 自転車と公共交通の相互利用による回遊ネットワークの充実が必要。 

 適正な自転車利用を促す広報の充実が必要。 

 

 

 


